
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２２年１１月２５日 

                          運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月１４日（土） １１時３０分ごろ 

発生場所 犬島
いぬしま

南東沖 岡山県岡山市

犬島
いぬしま

白石
しらいし

灯標から真方位２３１°６５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３３.６′ 東経１３４°０６.５′） 

事故調査の経過  平成２２年８月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 Ｋ
ケイ

、０.１トン Ａ 水上オートバイ 

 船舶番号、船舶所有者等     ２７１－３６０１３岡山、個人所有 

２.８９ｍ（Lr）×１.１０ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ  Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

   ガソリン機関、１０３kＷ、平成１６年７月  機関、出力、進水等 

Ｂ 水上オートバイ Ｐ
ピー

Ｉ
アイ

Ｋ
ケイ

、５トン未満 

   ２７１－３２０９５岡山、個人所有 

２.７０ｍ（Lr）×１.１１ｍ×０.４６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６２kＷ、平成１０年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長  男性 ３９歳 

旧四級小型船舶操縦士（失効中） 

    免 許 登 録 日 平成８年８月２２日 

    免許証交付日 平成８年８月２２日 

           （平成１３年８月２１日まで有効） 

Ｂ 船長  男性 ３５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成９年１２月９日 

    免許証交付日 平成１９年３月２６日 

           （平成２４年１２月８日まで有効） 

 死傷者等 負傷 ２人（船長Ｂ及びＢ船の同乗者） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 左舷後部に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗船し、先行するＢ船の左舷後方２０ｍ及び

横距離２～３ｍ付近を、時速約４０km の速力で追走しながら犬島南東沖を

西進した。 

 

船長Ａは、Ａ船とＢ船の同乗者同士が友人であったことから、Ｂ船の左

舷側を並走しようとして、直進中のＢ船に接近を始め、Ｂ船の左舷後方３

ｍ付近に接近したとき、Ｂ船が左に向きを変えて減速したことに気付いた

が、Ｂ船との衝突を避けることができずに、平成２２年８月１４日１１時
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３０分ごろ、Ａ船の船首部とＢ船の左舷後部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗船し、犬島南東沖を時速約４０km の速力で

東進したのち、Ｕターンして西進した。 

船長Ｂは、出発してからしばらく遊走を続けたので、次にどちらに向か

うか考えるために左に向きを変えて停止することとしたが、左舷後方を確

認していなかったので、Ａ船が左舷後方から接近していることに気付か

ず、左に向きを変えて減速した。 

船長Ｂは、左舷側至近にＡ船を視認したが、Ｂ船が左に概ね９０°向き

を変えて南方を向いたとき、Ａ船と衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風速 ２.８m/s、気温 ３１.３℃ 

 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  船長Ａは、同乗者（中学生）を操縦席に座らせ、同乗者の後部で立ち、

両手を操縦ハンドルに掛けて操縦していた。また、船長Ｂは、同乗者（中

学生）を操縦席に座らせ、同乗者の後部に座り、両手を操縦ハンドルに掛

けて操縦していた。船長Ａ及び船長Ｂは、両同乗者が小柄で見張りなどに

影響がなかったことから操縦席に座らせていた。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

Ａ船及びＢ船は、遊走の方法や接近するときの合図などについて、取り

決めをしていなかった。 

船長Ｂは、浜辺で缶ビール１缶を飲んだのち、Ｂ船で遊走を行った。  

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  Ａ船は、犬島南東沖において、先行するＢ船の

左舷後方からＢ船に並走しようとして接近中、船

長Ａが、Ｂ船が左に向きを変えて減速したことに

気付いたが、Ｂ船との安全な横距離を保っていな

かったことから、Ｂ船との衝突を避けることがで

きずに、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、犬島南東沖において、Ａ船の右舷前方

を西進中、船長Ｂが、左に向きを変えようとした

際、左舷後方の適切な見張りを行わず、Ａ船が左

舷後方から接近していたことに気付かずに左に向

きを変えて減速したことから、Ａ船と衝突したも

のと考えられる。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく小型船

舶操縦者の遵守事項として、小型船舶操縦者は、

水上オートバイに乗船するときは、自ら操縦しな

ければならないと定められていることから、両同

乗者が小柄で見張りなどに影響がなかったとはい

え、自ら操縦席で操縦し、同乗者は後部座席に座

らせることが望ましい。 

原因  本事故は、犬島南東沖において、Ａ船が先行するＢ船の左舷後方からＢ

船に並走しようとして接近中、Ｂ船がＡ船の右舷前方を西進中、船長Ａが

Ｂ船との安全な横距離を保たずに接近し、また、船長ＢがＡ船が左舷後方
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から接近していたことに気付かずに左に向きを変えて減速したため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




